
令和７年 11 月 14 日 
給与支払者各位

小   川   春   樹 
（市民税課扱い）

令和８年度給与支払報告書の提出について（お願い） 

　市税につきましては、日頃から御理解、御協力を賜り厚くお礼申し上げます。
　本年もいよいよ年末調整及び給与支払報告書等の作成の時期を迎えることになりました。
　つきましては、令和８年度給与支払報告書（総括表・個人別明細書）を下記の事項に留意のうえ作成し、
令和８年２月２日（月）まで （必着）に御提出くださいますようお願いいたします。   

記

１　給与支払報告書作成の留意点について 
（１）「総括表」について
　　　同封されている総括表を切り離した後、必要事項を記入し、受給者総人員と報告人員を確認のうえ、給与支払
　　報告書（個人別明細書）と一緒に提出してください。
　　　なお、独自で作成した総括表を使用される際には、必ず同封されている総括表を添付して御提出ください。
〔記載例：総括表〕

日 立 市 長 

【問い合わせ先及び送付先】
　　日立市　総務部　市民税課　市民税係
　　　〒317－8601　日立市助川町１丁目１番１号
　　　　https://www.city.hitachi.lg.jp/
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４　電子申告サービス（eLTAX）及び光ディスク等について
　（１）給与支払報告書等の提出について
　　日立市では、市・県民税にかかる特別徴収関連手続き（給与支払報告書の提出など）について、eLTAX（エルタッ
クス）を利用したインターネットによる受付及び光ディスク等による受付を行っています。

　（２）特別徴収税額通知の受取方法について
　　eLTAXにより給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の特別徴収義務者用と納税義務者用のそれ
ぞれについて、電子データ（正本）による受け取りまたは書面（正本）による受け取りを選択することとなります。
　　このため、特別徴収税額通知の受取方法は次の４パターンとなります。

６　その他
（１）お送りした「給与支払報告書（総括表）」の印字内容に訂正がある場合は、朱書き訂正してください。
（２）すでに廃業している場合は、「給与支払報告書（総括表）」に廃業した旨（令和○年○月○日廃業）を朱書きし、
返送してください。

　　※　廃業した年に、従業員への給与支払いがあった場合は、その年分について「給与支払報告書」の提出が必要
　になります。

（３）税制改正により、令和３年１月１日以降に提出する「給与支払報告書」について、前々年の源泉徴収票の提
出枚数が、100 枚以上の場合、eLTAX 又は光ディスクでの提出が義務づけられていますが、令和９年以降は、
この基準がさらに 30 枚以上に引き下げられる予定です。

　　　該当する事業所様におかれましては、eLTAX又は光ディスク等による提出の御準備をお願いいたします。
（４）給与支払者が個人事業主の場合、番号法に定める本人確認が必要になりますので、次のいずれかの書類を添付
　　してください。  ①支払者のマイナンバーカードの写し②支払者の通知カードの写し及び運転免許証などの写真
　　付き身分証明書の写し

　eLTAXとは、地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における手続きを、インターネットを利用して
電子的に行うシステムです。
　eLTAXは、地方公共団体で組織する「一般社団法人地方税電子化協議会」が運営しています。
※ eLTAXの利用方法など詳細については、eLTAXホームページ（https://www.eltax.lta.go.jp）を御覧
　ください。

５　納期の特例について
　　受給者総人員が常時 10 名未満の事業所は、「納期の特例に関する承認申請書」を提出して承認を受けることによ
　り、６月分から翌年５月分までの市・県民税を 12月 10日と６月 10日の年２回に分けて納付することができます。
　　納期の特例を申請する場合は、給与支払報告書の提出の際に「納期の特例に関する承認申請書」を併せて御提出
　ください。
　※　「納期の特例に関する承認申請書」は日立市公式ホームページに掲載されている「市民税・県民税の給与所得
　　等に係る特別徴収について」のページから印刷することができます。

法人番号（個人事業主の場合
は事業主の個人番号）を必ず
記入してください。

「不要」を選択した場合、５月
上旬に送付する特別徴収税額
決定通知書に納入書が同封さ
れません。

受給者総人員を必ず記入して
ください｡(他市町村提出者を
含む。)

令和８年度特別徴収の対象と
なる人数

上段：普Ｆの人数
下段：それ以外の普通徴収の
人数（一緒に提出が必要とな
る「普通徴収切替理由書」に
記載された普通徴収合計人員
ー普Fの人数）

（２）「個人別明細書」について
　ア　受給者の住所・個人番号・氏名・フリガナ・生年月日を記入してください。
　イ　扶養親族の数、社会保険料、各保険料の控除額は、漏れなく記入してください。また、「記入した控除の人数、
　　該当項目及び控除額」と「所得控除の額の合計額」が一致することを確認願います。   
　ウ　16 歳未満（平成 22 年１月 2日以降生まれ）の扶養親族は、「控除対象扶養親族」には該当しません。
　エ　受給者の中途就・退職があった場合には、「中途就・退職」欄に必ず○印を記入し、中途就・退職年月日を記

入してください。 
　オ　年の中途で就職した方で、前職分を合算して年末調整した場合には、摘要欄に前職分の事業所名、給与額、
社会保険料等を記入してください。

　カ　受給者の「個人番号」欄、（源泉・特別）控除対象配偶者及び扶養親族の「個人番号」欄、支払者の「個人番
号又は法人番号」欄を確認のうえ必ず記入してください。  

　※ 詳細は国税庁ホームページを御確認ください。  

令和８年度　給与支払報告書（総括表）提出期限 令和８年２月２日
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特別徴収義務者用
電子データ（正本）
電子データ（正本）
書面（正本）
書面（正本）

パターン①
パターン②
パターン③
パターン④

納税義務者用
電子データ（正本）
書面（正本）

電子データ（正本）
書面（正本）

※　給与支払報告書を書面または光ディスクにより提出する場合、電子データでの受け取りは選択できません。
※　納税義務者用を電子データで受け取る場合は、従業員の受給者番号の記載が必ず必要となります。
※　詳細については、日立市公式ホームページ（特別徴収税額通知の電子化に関する変更点）を御覧ください。



※ ※ 種 別 ※ 整 理 番 号 ※

支 払
を受け
る 者

※区分 （受給者番号）

日立市末広町１－１－１

（個人番号） １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ ０ １ 2
（役職名）

（フリガナ） ヒタチ タイチ

日立 太一

種 別 支 払 金 額 給与所得控除後の金額 所得控除の額の合計額 源 泉 徴 収 税 額（ 調 整 控 除 後 ）

給 料 ・ 賞 与
内 千 円 千 円 千 円内 千 円

５００ ０００ ０ １７６０ ０００
( 源泉)控除対象配偶者 配偶者（特別） 控除対象扶養親族等の数（配偶者を除く） 16歳未満

扶養親族
の数

障害者の数(本人を除く) 非居住者
で あ る
親族の数の 有 無 等 老 人 控 除 の 額 特 定 老 人 そ の 他 特 親 特 別 その他

有 従 有 千 円 人 従人 内 人 従人 人 従人 人 従人 人 内 人 人 人

○ ３８０ ０００ １ １
特定親族特別控除の額 社会保険料等の金額 生命保険料の控除額 地震保険料の控除額 住宅借入金等特別控除の額

千 円内 千 円 千 円 千 円 千 円

５０ ０００
（摘要）

前職分 茨城株式会社 支給額 10,000 円 社会保険料額 ０円 源泉徴収税額 ０円

生命保険料の金額の 新生命保険 円 旧生命保険 円 介護医療保険 円 新個人年金 円 旧個人年金 円

普Ｃ

２ 令和８年度の徴収方法について

個人住民税につきましては、地方税法及び市町村条例の規定により、所得税の源泉徴収義務のある事業者（給
与支払者）が､毎月従業員（納税義務者）に支払う給与から天引きをし､市町村に納付することとされております。

（この制度を「特別徴収」といいます｡）
茨城県と県内全市町村では、納税者間の公平性、納税者の利便性の確保等を図るため、平成27 年度から、特

別徴収を徹底する取り組みを行っています。

それに伴い、下表に該当する従業員を除き、全ての従業員の方が特別徴収対象となります。
事業者の皆様におかれましては、特別徴収の実施につきまして、御理解・御協力をお願い申し上げます。

（注意）普通徴収が認められる者について

普通徴収が認められるのは、以下のいずれかの理由に該当する従業員に限られます。

普通徴収とするには「普通徴収切替理由書」の提出及び「給与支払報告書（個人別明細書）」に符号の記入が
必要です。記入の仕方については、右ページの「記載例：普通徴収切替理由書」、「記載例：給与支払報告書

収」項目を入力（該当欄にチェック）したうえで、普通徴収の理由として該当する符号を摘要欄に入力してくだ
さい。）

（個人別明細書）」を御覧ください。（eLTAX又は光ディスク等で給与支払報告を提出する場合には、「普通徴

普Ａ 総従業員数が２人以下の事業者から給与を支給されている方
※下記「普Ｂ」～「普Ｆ」に該当する全ての（他市区町村分を含む）従業員数を差し引いた人数

普Ｂ 他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている方（給与支払報告書（個人別明細書）の乙欄に
該当する方）

普Ｃ 給与から個人住民税を特別徴収しきれない方（均等割非課税基準所得以下（＝非課税）の方を含む）（補足）
普Ｄ 給与の支払が不定期な方
普Ｅ 事業専従者（給与支払者が個人事業主である場合のみ対象）

普Ｆ 退職している方又は退職予定の方（５月末日まで）及び休職者
※休職者には育児休業中の方を含み、４月１日現在給与の支払を受けていない場合に限ります

（補足）次の要件に該当すれば均等割非課税基準所得以下（非課税）となります。

（１）令和８年１月１日時点で、障害者・未成年者・寡婦又はひとり親に該当する方で、令和７年中の所得が
135万円以下であった方

（２）令和７年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の方
{（本人＋扶養人数）×32万円＋10万円＋18万９千円｝以下の方
（控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合は42万円以下の方）

＊「非課税」の目安は、令和７年中の給与支払額が107万円以下の場合となります。

〔記載例：給与支払報告書（個人別明細書）〕

〔記載例：普通徴収切替理由書〕

３ 給与支払報告書の提出方法について
給与支払報告書の提出の際は、右図のように
①総括表②特徴給報③切替理由書④普徴給報（普
通徴収とする理由（符号）を記入してください）
の順番でまとめてください。

④普徴給報

③切替理由書

②特徴給報

①総括表

普 通 徴 収 切 替 理 由 書

市町村名 日 立 市 指定番号 ００１２５５

給与支払者の
氏名又は名称 日立株式会社

符号 普 通 徴 収 切 替 理 由 人 員

普Ａ 総従業員数が２人以下
（下記｢普Ｂ｣～｢普Ｆ｣に該当する全ての（他市区町村分を含む）従業員数を差し引いた人数） 人

普Ｂ 他の事業所で特別徴収
（乙欄該当者など） 人

普Ｃ 給与が少なく税額が引けない
（年間の給与支給額が107万円以下） ６ 人

普Ｄ 給与の支払が不定期
（例：給与の支払が毎月でない） 人

普Ｅ 事業専従者
（個人事業主のみ対象） 人

普Ｆ 退職者又は５月末日までの退職予定者
（休職、育児休業を含む） ４ 人

普通徴収合計人員 ※普Ａ～普Ｆの合計 １０ 人

普通徴収に切り替える受給者がいる
場合は、必ず記入してください。

該当する切替理由（｢普A｣～｢普F｣）毎
に人員を記入してください。
※切替理由に該当しない受給者は､普
通徴収に切り替えることはできません｡

普通徴収の理由として
該当する「普A」～「普
F」の符号を摘要欄に
記入してください。

　令和７年度税制改正によ
り、所得税の『基礎控除』
や『給与所得控除』の見直
し、『特定親族特別控除』
の創設が行われました。
　年末調整など12月以降
の源泉徴収事務に変更が生
じておりますので、国税庁
ホームページを御参照のう
え記入してください。

控除対象配偶者、控除
対象扶養親族等のうち、
国外居住親族の人数を
記入してください。
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